
�金沢市告示第52号
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第244条の２第３項､ 金沢21世紀美術館条例 (平成16年条例第１号) 第19条及

び金沢能楽美術館条例 (平成18年条例第１号) 第16条の規定により､ 金沢21世紀美術館及び金沢能楽美術館の指定管

理者を次のとおり指定したので､ 金沢21世紀美術館条例第22条及び金沢能楽美術館条例第19条の規定により告示しま

す｡

平成21年３月31日

金沢市長 山 出 保

�金沢市告示第53号
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第244条の２第３項及び金沢文芸館条例 (平成17年条例第56号) 第16条の規定

により､ 金沢文芸館の指定管理者を次のとおり指定したので､ 同条例第19条の規定により告示します｡

平成21年３月31日

金沢市長 山 出 保

�金沢市告示第54号
地方税法 (昭和25年法律第226号) 第416条の規定により､ 平成21年度分の固定資産税に係る土地又は家屋の価格等

を記載した土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり納税者の縦覧に供します｡

平成21年３月31日

金沢市長 山 出 保
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告 示

施設の名称
指 定 管 理 者

指 定 の 期 間
所 在 地 名 称

金沢21世紀美術館
金沢市柿木畠１番１号 財団法人金沢芸術創造財団

平成21年４月１日から

平成26年３月31日まで金沢能楽美術館

施設の名称
指 定 管 理 者

指 定 の 期 間
所 在 地 名 称

金沢文芸館 金沢市柿木畠１番１号 財団法人金沢文化振興財団
平成21年４月１日から

平成22年３月31日まで

(毎月３回 １日 11日 21日発行)

号外第 11 号
平成21年 (2009年) ３月31日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所 金金 沢沢 市市 役役 所所
(題字 山出金沢市長)



�金沢市告示第55号
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第244条の２第３項及び金沢市公園条例 (昭和39年条例第８号) 第16条第４項

の規定により､ 卯辰山公園健康交流センター千寿閣の指定管理者を次のとおり指定したので､ 同条例第17条の規定に

より告示します｡

平成21年３月31日

金沢市長 山 出 保

金沢市長 山 出 保�金沢市告示第56号
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第244条の２第３項及び金沢市児童館条例 (昭和39年条例第47号) 第７条第４

項の規定により､ 金沢市児童館の指定管理者を次のとおり指定したので､ 同条例第８条の規定により告示します｡

平成21年３月31日

金沢市長 山 出 保
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縦覧場所 縦覧期間 縦覧時間

金沢市総務局資産税課 平成21年４月１日から同月30日まで

(日曜日及び土曜日並びに国民の祝

日に関する法律 (昭和23年法律第178

号) 第３条に規定する休日を除く｡)

午前９時から午後６時まで

施設の名称
指 定 管 理 者

指 定 の 期 間
所 在 地 名 称

卯辰山公園健康交流センター

千寿閣
金沢市芳斉２丁目３番28号

財団法人金沢市福祉サービ

ス公社

平成21年４月１日から

平成26年３月31日まで

施 設 の 名 称
指 定 管 理 者

指 定 の 期 間
所 在 地 名 称

金沢市立長町児童館 金沢市長町２丁目２番16号
金沢市立長町児童館

振興協力会

金沢市立芳斎児童館 金沢市芳斉２丁目３番29号
金沢市立芳斎児童館

振興協力会

金沢市立花園児童館 金沢市今町チ41番地
金沢市立花園児童館

振興協力会

金沢市立馬場児童館 金沢市東山３丁目29番22号
金沢市立馬場児童館

振興協力会

金沢市立大野町児童館
金沢市大野町１丁目８番地

５

金沢市立大野町児童館

振興協力会

金沢市立平和町児童館
金沢市平和町２丁目８番７

号

金沢市立平和町児童館

振興協力会

金沢市立大徳児童館
金沢市畝田中２丁目234番

地

金沢市立大徳児童館

振興協力会

金沢市立小坂児童館 金沢市小坂町北312番地
金沢市立小坂児童館

振興協力会

金沢市立材木児童館 金沢市材木町13番11号
金沢市立材木児童館

振興協力会

金沢市立米丸児童館
金沢市間明町２丁目346番

地

金沢市立米丸児童館

振興協力会

金沢市立富樫児童館 金沢市山科１丁目６番８号
金沢市立富樫児童館

振興協力会



�金沢市告示第57号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定により､ 次のとおり市道の区域を変更します｡

なお､ その関係図面は､ 金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成21年３月31日から同年４月14日まで一般

の縦覧に供します｡

平成21年３月31日

金沢市長 山 出 保
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金沢市立小立野児童館
金沢市小立野４丁目７番51

号

金沢市立小立野児童館

振興協力会

平成21年４月１日から

平成26年３月31日まで

金沢市立中村児童館 金沢市中村町10番35号
金沢市立中村児童館

振興協力会

金沢市立粟崎児童館 金沢市粟崎町１丁目３番地
金沢市立粟崎児童館

振興協力会

金沢市立鞍月児童館
金沢市南新保町ロ133番地

２

金沢市立鞍月児童館

振興協力会

金沢市立瓢�児童館 金沢市彦三町２丁目10番５

号

金沢市立瓢�児童館
振興協力会

金沢市立金石児童館
金沢市金石西４丁目５番30

号

金沢市立金石児童館

振興協力会

金沢市立安原児童館
金沢市安原中央土地区画整

理事業地22街区１番地

金沢市立安原児童館

振興協力会

金沢市立森山児童館 金沢市森山２丁目11番13号
金沢市立森山児童館

振興協力会

金沢市立弥生児童館 金沢市弥生１丁目29番13号
金沢市立弥生児童館

振興協力会

金沢市立新神田児童館
金沢市新神田１丁目１番18

号

金沢市立新神田児童館

振興協力会

金沢市立浅野町児童館
金沢市浅野本町２丁目13番

12号

金沢市立浅野町児童館

振興協力会

金沢市立三和児童館 金沢市上荒屋４丁目82番地
金沢市立三和児童館

振興協力会

金沢市立二塚児童館 金沢市北塚町西98番地
金沢市立二塚児童館

振興協力会

金沢市立押野児童館
金沢市八日市２丁目464番

地

金沢市立押野児童館

振興協力会

金沢市立千坂児童館 金沢市千木１丁目235番地
金沢市立千坂児童館

振興協力会

金沢市立長田町児童館 金沢市長田１丁目５番50号
金沢市立長田町児童館

振興協力会

金沢市立扇台児童館 金沢市馬替１丁目29番地１
金沢市立扇台児童館

振興協力会

金沢市立杜の里児童館
金沢市若松町３丁目281番

地

金沢市立杜の里児童館

振興協力会

金沢市立西南部児童館 金沢市八日市出町815番地
金沢市立西南部児童館

振興協力会
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道路の

種 類
路 線 名 区 間

新旧

の別
幅員(ｍ) 延長(ｍ)

一般

市道

森 本 43号 北 森 本 町 ル 15番 先から 旧 3.8 ～ 6.9 67

北森本町線 ２号 北 森 本 町 イ 105番 先まで 新 6.0 ～ 7.9 67
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